
 
令 和 ２ 年 9 月 7 日 
国 土 交 通 省 
九 州 地 方 整 備 局 
鹿児島国道事務所 

 

 

 

 
台風１０号に伴う国道１０号の通行規制について 

【通行止め解除】 
 

令和 2年 9月 7 日 7 時 30 分 

 

○国道１０号で実施していた通行止めについて、走行の安全が確認され

たため、本日７時３０分をもって解除しました。 

 

【通行止め解除区間】 

・国道１０号 姶良市
あ い ら し

重富
しげとみ

 ～ 鹿児島市
か ご し ま し

吉野町
よしのちょう

磯
いそ

 （延長＝約 11.3 ㎞） 

 

【通行止め解除区間】 

・令和２年９月６日１９時３０分 ～ ７日７時３０分 

 

 

 

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 

技術副所長     森
もり

 賢二
け ん じ

 

      計画課長     松尾
ま つ お

 和敏
かずとし

 

ＴＥＬ：０９９－２１６－３１１１（代表） 

 記者発表資料 

（最終報） 



特殊通行規制区間・
異常気象時規制区間

国道10号竜ヶ水  位置図

　通行止め解除区間
Ｌ＝11.3ｋｍ

特殊通行規制区間

Ｌ＝1.00ｋｍ

桜島スマートＩ.C

鹿児島市役所

九
州

縦
貫

自
動

車
道

パターン①

パターン②




